
○裁判所が維持及び管理を行う宿舎に関する原状回復等の運用について

平成29年3月2日

経総第195号

高等長官、地方・家庭所長、経理局長あて経理局長通達

裁判所が維持及び管理を行う国家公務員宿舎（以下「宿舎」という。）に関する平成15

年6月6日付け財理第2212号財務省理財局長通達「国家公務員宿舎に係る原状回復等の取

扱いについて」（以下「原状回復通達」という。）に基づき被貸与者が行うべき原状回復及

び軽微修繕(以下｢原状回復等jという。）の運用について、下記のとおり定めましたので、

これによってください。

記

1 原状回復等を適正に行うための措置等

（1）原状回復等の指示に関する運用の統一化

ア，建築後相当の年数を経過している宿舎に関して､被貸与者に損傷又は汚損(以下｢損

傷等」という。）の修繕を行わせるときは、当該宿舎の経過年数に応じた内容の修繕

にとどめるものとし、被貸与者に過大な負担とならないよう配慮する。

イ 結露による損傷等について、地域的条件を考慮の上､善良な管理者の注意を払って

もなお生じたと認められるものについては、原状回復等の対象としない。

ウ 汚損箇所については、原則として、業者による清掃作業は必要とせず､被貸与者に

よる清掃で足りる。

エ 天井､壁、畳等の具体的な区分又は細目ごとに、損傷等の状況が原状回復等の対象

かどうかを判断するに当たっては､別添の一覧表を用いることとし､被貸与者に対し

て､別添の一覧表の各区分等に記載した原状回復等の内容により原状回復等を求める。

（2）原状回復等の仕様

ア 被貸与者に損傷等の修繕を行わせるときは、在来品と類似する色、模様、柄、デザ

イン等の具体的な仕様を説明の上､従前と同等以上の品質､等級､施工方法等の仕様

によるものとし、同一又は類似の色、模様等の材料を使用させる。ただし、被貸与者

が、入居中に従前と同等以上の品質、等級、施工方法等の仕様により修繕を行ったと

きは、原状回復等の対象としない。

イ 被貸与者又は宿舎の維持及び管理を行う裁判所（以下「所管裁判所」という。）が

行う修繕については､後日のメンテナンス等を勘案し､統一的な仕様によることを原

則とする。
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（3）原状回復等の実態の把握

宿舎の原状回復等は､損傷等により損なわれた宿舎の諸設備､什器等の機能を回復す

る目的で行うものであるため、その目的を超えて､損傷等がない部分について、取替、

塗替、張替その他の更新措置を被貸与者に行わせることのないよう、所管裁判所は、特

に以下の点に関して、原状回復等の実態を確認し、必要に応じて改善策を講じる。

ア 畳､ふすま及び壁の修繕において､宿舎の損傷等の状況を実地にて確認することな

く、被貸与者の居住期間や家族構成等を基準として、一律又は画一的な原状回復等の

指示を行っていないこと。

イ 原状回復等に関する指示の判断基準に差異が生じることのないよう､宿舎事務担当

者間における必要な情報の共有や宿舎事務担当者の交代時の適切な引継ぎなどによ

り、目線の統一化が図られていること。

（4）合同宿舎における原状回復等の状況把握

所管裁判所は､原状回復等の措置を適正に行うため､機会を捉えて合同宿舎の担当者

と情報交換を行うなど､同一地域内における合同宿舎の原状回復等の措置の状況を把握

する。

（5）所管裁判所による修繕

原状回復等の対象とならない損傷等については､対象宿舎の機能維持を図るため､修

繕履歴､損傷等の状況､大規模修繕工事の予定の有無等を踏まえて､必要性を勘案の上、

修繕を行う。

2 原状回復等を円滑に行うための取組

（1）被貸与者への説明文書の交付

所管裁判所は､宿舎入居期間中の保守及び退去時の原状回復等の措置に対する被貸与

者の理解を深めるため、適宜の方法により、原状回復通達､本通達等の説明文書を被貸

与者に交付して周知する。

（2）宿舎の損傷等の状況確認

入居時における宿舎の損傷等の状況を適切に把握し､これを管理することにより宿舎

退去時のトラブルを防止するため、所管裁判所は、適宜の方法により、入居時における
：

宿舎の損傷等の状況把握に努める。

（3）原状回復義務に関する承継措置

ア 被貸与者が所有権を有する空調機等の物品について、次に入居する予定の者(以下

「入居予定者」という。）が処分及び原状回復等を行うことを条件として、被貸与者
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から、別紙様式「公務員宿舎の原状回復義務に関する承継措置の届出」（以下「承継

措置の届出」という。）による届出が提出されたときは、退去時の撤去及びそれに付

随する原状回復等を要しないこととする。ただし､何らかの理由により入居予定者が

入居しなかった場合等は、この限りではない。

イ 所管裁判所は､被貸与者から退去の申出を受けたときは､承継措置の届出を交付し、

これに記載された手続きフロー図により作成の上提出するよう周知する。

付 記

この通達は、平成29年3月1日から適用する。

裁判所が維持及び管理を行う宿舎に関する原状回復等の運用通達における一覧表

●・文言の定義

① 経年劣化：建物・設備等の自然的な劣化・損耗

② 通常損耗：被貸与者の通常の使用により生ずる損耗

③ 通常の使用を超えるような使用による損耗:損傷等の原因が､通常清掃を行わない等

の被貸与者の住まい方によるもの及び通常の住まい方･使い方で発生する可能性はある

が、その後の手入れ等被貸与者の管理が悪いため､発生または拡大したと考えられるも

の

● 原状回復等の前提条件

被貸与者が行う原状回復等は､原則として､被貸与者の責めに帰すべき事由及び通常の

使用を超えるような使用による損耗を対象とする。

● 留意事項

① 本一覧表において原状回復対象外とされている場合でも､被貸与者の責めに帰すべき

事由による損傷等については、当然ながら原状回復の対象となる。

② 本一覧表に記載のない損傷等については､必要に応じて､被貸与者から修繕が必要と

なった事情等を確認した上で判断する。

③ 部分修繕により対応可能な原状回復等については､記載された単位にとらわれず､必

要最小限の修繕範囲とする。

④ 原状回復等の対象とならない損傷等については､機能に影響を与えない程度の傷等や

軽微修繕を除き、基本的に宿舎の維持管理機関において、適宜適切に修繕を実施する。

● 個別事項

原状回復等の対象

原則として､被貸与者の責めに帰すべき事

細目 単位 原状回復等

の対象外

備考区分
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由及び通常の使用を超えるような使用に

よる損耗

原状回復等の内容損傷。汚損等の状態

I

口口
･経年劣化、

通常損耗

によるも

結露による損

傷等について

は、地域的条

件を考慮のう

え上、善良な

管理者の注意

を払ってもな

お生じたと認

められるもの

については、

原状回復等の

対象としな

共通

事項

’
｜

’

｜

’ の

’’
･地震等の不

可抗力に

よるもの

･雨漏りによ

るもの

I’’ いc

口口
善管注意義務を怠っ

たために生じた損傷

等

各区分の「原状回復

等の内容」による。

’’ 落書き等の故意によ

る殴損

各区分の「原状回復

等の内容」による。

’’
カビ・シミ（結露を

放置したことにより

拡大したものを含

む）・着色汚れ。に

1） 区分ごとに貼

替､塗替等により、

除去する。

2） 専門のクリーニ

ング業者によるク

リーニングによっ

て除去できる場合

は、その方法でも

可とする。

3） 専門のクリーニ

’
II

｜

’

｜

’
おい

’’ I
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ング業者によらな

い清掃等によって

除去できる場合

は、その方法でも

可とする。

4） 除去しないまま

の塗装上塗り等

は、原則として不

可とする。

清掃を行う。通常の生活による汚

れ

①天井に直

接ついた

照明器具

の跡で､次

に設置さ

れる照明

器具によ

り隠れる

もしくは

‐目立たな

くなると

予測され

るもの

1） 塗装部分が損傷

等している場合

は、原則として1

室全部を塗り替え

る（損傷部分があ

るときは、その部

分を補修の上、塗

り替える。以下塗

装について同

じ。）。

2） ビニールクロス

等が損傷等してい

る場合は、原則と

して1室全部の張

替を行う。

なお、隅部の部

分的な剥れは補修

で可とする。

3） 損傷等が軽微で

部分的な修復で原

①天井は通常

の使用では

損傷しない

ので、被貸

与者の責め

に帰すべき

事由がない

限り、原状

回復等の対

象としな

い。

②安易に原状

回復後にや

り直しをさ

せることの

ないよう仕

様につい

て、事前に

明確な指示

をするこ

①手垢等による汚れ

及び塗装等の剥が

れ

②油等による汚れ

③ガスコンロ、スト

ーブ、湯沸器等の

使用によるススケ

等の汚れ

④器物等の衝突等に

よる損傷等

天井

プ
ス

タ
ー
塗
認
ボ

ラ

m2又

は1室

ー

ド
張

崖．一
ル

ク
ロ

ス
張

プ
ン・ト

リ
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と。

③汚れについ

て、清掃に

よって対応

可能な場合

には、清掃

でも可とす

る。

状回復等が可能で

ある場合には、部

分修繕も可とす

る。

合

板
張
癖
井●

①日焼けに

よる変色、

槌色

②タイル張

りの損傷

等

③テレビ､冷

蔵庫等の

後部壁面

の黒ずみ

（いわゆ

る電気や

け）

④ポスター

や絵画の

跡やそれ

らのため

のピンや

画鋲の穴

で､下地ボ

ードの張

替が不要

な程度の

①安易に原状

回復後にや

り直しをさ

せることの

ないよう、

仕様につい

ては、事前

に明確な指

示をするこ

と。

②汚れについ

て、清掃に

よって対応

可能な場合

には、清掃

でも可とす

る･

①手垢等による汚れ

及び塗装等の剥が

れ

②油等による汚れ

③ガスコンロ、スト

ーブ、湯沸器等の

使用によるススケ

等の汚れ

④器物等の衝突等に

よる損傷等

⑤テープ等の剥がし

跡

⑥重量物をかけるた

めにあけたくぎ

穴、ネジ穴で下地

ボードの張替が必

要な程度のもの

⑦空調機等からの水

漏れによる腐食

1） 塗装部分の壁が

損傷等している場

合は、原則として

一面全部を塗り替

える。

2） ビニールクロス

又は紙張り及びプ

リント合板の壁が

損傷等している場

合は､原則として、

一面全部の張替を

行う。

3） 被貸与者が居住

中に特殊な仕上げ

材を施したもの又

は特異な色に変え

てある場合は､ 従

来の仕上げ材又は

色もしくは類似の

仕上げ材に回復す

'る。

卜爾鯆鱒

プ
ス

タ
ー
塗
崖
一

ル
ク

ロ
ス

又
は

壁
紙

張
プ

ラ
リ
ン

壁 In2又

は1面

ン

イ

ト
合

板
タ

■

ﾉレ
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張 状回復等が可能で

ある場合には、部

分修繕も可とす

もの

る。

個 ①油等による汚れ及

びサビ

②器物等による傷及

び穴あき

③各種器具、備品の

付属部品及び取付

け具の損傷及び滅

失

1） 損傷等がある場

合は、清掃又は塗

装若しくは補修を

行う。

2） 滅失した部品等

（ゴム栓キャップ

等）がある場合は、

取付けを行う。

①特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

ない程度

の傷

②コック内

のグリー

ス固着に

伴う取替

ス
ツ

ガ
コ

ク

①被貸与者

の責めに

帰すべき

事由のな

い床のき

,しみ

②日焼けに

よる変色、

槌色

③家具等に

よる傷､穴

あき及び

へこみで

特に目立

たないも

の ‐

④特に被貸

の床は､常時、

足やスリッ

パ等と接触

し、多少は

損傷等が生

じるもので

あることに

留意して判

断するこ

と。

②家具の移動

等の傷及び

穴あきのう

ち、軽度の

椅子・テー

ブル傷は、

ワックス磨

1） 床の損傷等につ

いては、被貸与者

の責めに帰すべき

事由により生じた

場合を除き、清掃

を行うことをもっ

て足りる。

2） 被貸与者の責め

に帰すべき事由

（その程度が軽微

なものは除く）に

より生じた場合

で、修繕が必要な

場合は、必要最小

限の範囲とする。

3) 損傷等が軽微で

あり、部分的な修

①油等による汚れ

②家具の移動、器物

等による傷及び穴

あき

③たばこの火等によ

るこげ跡

④ジュウタン等敷物

の取り除き跡の床

表面の剥がれ

⑤漏水等のため、腐

食しているもの

⑥冷蔵庫下のサビ跡

⑦フローリングのワ

ックスがけ

床

一一ベ
ア

フ
ロ

ア
”

イ

m2

ﾉレ

張
琢
塩

ピ
ン
一

ト
タ イ

ﾉレ
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与者の責

に帰すべ

き事由(重

量物を落

として床

板を損傷

するなど）

によらな

い損傷等

き、パテ埋

等で可とす

復で原状回復等が

可能である場合に

は、部分修繕も可

とする。

4） フローリングの

ワックスがけは、

日常の手入れの範

囲内の程度とす

る。

張
元
一

リ
ン

グ
●

る。

①汚れ 1） 掃き掃除及び濡

れ雑巾で、拭く等

行う。

･玄関

･バル

コ

m2

一一

,＝

b1） 畳表が損傷等し

ている場合には、

その畳表を取り替

える。ただし、過

去に裏返ししてい

ない場合及び損傷

等の状況等により

裏返しが可能な場

合は、その畳表を

裏返しする。

2） 被貸与者の責め

に帰すべき事由に

よる漏水等のた

め、畳床まで腐食

している場合は、

その畳床ごと取り

替える。

①油・墨等による汚

れ、たばこの火等

によるこげ跡

②家具の移動、器物

等による傷及び穴

あき．

③家具等による畳床

の著しい変形（特

に重量物を置いた

ため、畳床の取替

を要するような損

傷等を生じたもの

に限る。）

④被貸与者の責めに

帰すべき事由によ

’る漏水、雨水吹込

|み等のため､畳が

枚畳 、カーテン

等で遮光

をせずに

生じた日

焼けによ

る変色､家

具跡及び

被貸与者

の責めに

帰すべき

事由によ

らない雨

漏りによ

る汚損等

②家具跡に

よる畳床

の軽度な
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一

著しく劣化又は腐3） 畳の修繕は、1

食したもの 枚単位で行うこと

とし、全室又は1

室全部の畳の取替

等を行わせるため

に、損傷等のない

部分について更新

を行わせてはなら

ない。

凹み

1） 襖紙、障子紙が

損傷等している場

合は、襖は原則と

して1組単位､障子

紙は1枚単位で他

の襖・障子と同一

又は類似の色柄の

ものによって張り

替える。

ただし、襖につ

いては、1組のうち

外観上特に違和感

がない場合は、1

枚単位でも可とす

る。

2） 化粧縁、中骨等

が破損している場

合には、被貸与者

の責に帰すべき事

由があるときに限

り、その部分を取

り替える。

①反り、ねじ

れ等によ

るすれ

②かまちの

ゆがみ

類似の色柄等

について、退

去時に損傷等

がない限り、

色柄等が調和

していなくて

も更新させな

①手垢等による汚れ

②器物等による傷及

び穴あき

③化粧縁、中骨の破

損

④引手の破損､ 滅失

襖・障

子

枚又

は組

（面

単位）

いこと。
I
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3） 引手を滅失した

場合は、取付けを

行う。

①建具本体

の取替

②経年によ

る玄関ド

アの外面

の塗装の

剥れにつ

いては､対

象外とす

る。

③特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

ない程度

の傷

④ドア枠の

腐食

⑤枠の変形

による開

閉不良

模様替え承認

によりシリン

ダー錠を取り

替えた場合に

は、鍵の紛失

等がない限

り、更なる取

替えは不要

（入居時の鍵

の本数を確保

する）。また、

補助錠につい

ても、鍵全部

とともに存置

させても差支

えない。

1） 各種建具類に損

傷等がある場合

は、清掃又は塗装

若しくは補修を行

枚･組

又は

箇所

①油等による汚れ

②器物等の衝突等に

よる傷及び穴あき

③テープ等の剥がれ

跡

④戸、扉、窓等の各

種部品及び取付け

具の故障、破損又

は滅失

⑤ガラスの破損

ア・
ミ

具
び

物
鋼

製
ル

建
及

金

玄関

扉、窓

及び

出入

口戸
レ

フ。

2） 入居の際に貸与

した鍵を紛失、折

損等した場合に

は､鍵の取替え(シ

リンダー錠の場合

は、必ずシリンダ

ーごと取替える）

を行う。

□

1） 網に損傷又は著

しいゆるみがある

場合は、張替を行

①生活に支

障のない

程度の網

のゆるみ

②戸車の調

整等でも

治らない

網戸

＞

フ。
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卜

0

枠の変形

による開

閉不良

1） 損傷がある場合

は、補修を行う。

①損傷の程

度が軽微

であり機

能に支障

がないも

ラ
ダ

立
仕

板
べ

ン
衝

等
切

の

①サッシの

レール又

はドアク

ロテザー

の取替

②戸車･蝶番

の取替

③特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

ない程度

の傷

④金物の腐

食

1） 損傷等がある場

合は、清掃又は塗

装若しくは補修を

行う。

2） 滅失した部品等

（留め具､引手等）

がある場合は、取

付けを行う。

金物

（ド

アス

コ ー

プ､蝶

番、ド

アク

ローー

ザー、

ドア

チェ

ーン、

クレ

セン

ト、ド

アポ

スト、

その

他部

品等）

又
組

個
は 『

枚 1） 傷等がある場合

は､ 清掃又は取替

ゴ
ー
フ

ノ
ー

ガ
ス

①ガラスの

熱割れや
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ガラス内

の金属線

の錆によ

る汚損等

を行う（パテが損

傷等している場合

又は清掃等により

汚れが落ちない場

合には、パテの取

替えを行う）。

ムパ

テ含

む） '

1） 損傷等がある場

合は、清掃又は塗

装若しくは補修を

行う。

①建具本体

の取替え

②かまちの

ゆがみ

③特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

ない程度

の傷

④ドアの変

形による

開閉不良

:蕊撫‘二
よる傷及び穴あき

③テープ等の剥がれ

跡

④戸、扉、窓等の各

種部品及び取付け

具の故障、破損又

は滅失

⑤ガラスの破損

木製

建具

及び

金具

各種

戸､扉

又
組

枚
は

1） 損傷等がある場

合は、清掃又は塗

装若しくは補修を

行う。

2） 滅失した部品等

（蝶番、留め具、

引手等）がある場

合は、取付けを行

①特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

ない程度

の傷

②金物の腐

｜食

金物

（レ

ール､

戸車､

引手、

取っ

手､蝶

番､各

種部

品）

又
組

個
は

シ

フ。

1） 損傷等がある場

合は、清掃又は取

枚

ゴ
ラ

／
ｌ

ガ
ス
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、

替を行う（パテが

損傷等している場

合は、ガラスの取

替に合わせて行

う）。

ムパ

テ含

む）

1） 機器に損傷等が

ある場合は、清掃

又は塗装若しく

は、補修を行う。

使用に耐えられな

い程度の損傷があ

る場合は、取替を

行う。

2） 滅失した部品等

がある場合は、取

付けを行う。

①機器本体

の取替

②混合水栓

の取替

③長期空家

によるパ

ッキンの

硬直

④特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

ない程度

の傷

給排

水設

備（台

所､ト

イレ、

浴室

等）

口
水

、
蛇

く
パ

ッ
キ

ン
含
・
沙
羅
巻

き
排

金
具

ト

①水、油等による汚

れ及びサビ

②器物等による傷及

び穴あき

③各種器具、各種部

品及び取付け具の

損傷

個

ノ

ラ

ツ

、

プ
目

lⅢ1

電気

設備

基又

は個

①油等による汚れ及

びサビ

②器物等による傷及

び穴あき

③各種器具、備品の

部品及び取付け具

1) 機器に損傷等が

ある場合は、清掃

又は塗装若しく

は、補修を行う。

使用に耐えられな

い程度の損傷があ

①機器本体

の取替(ス

イッチ､コ

ンセント

及びテレ

ビ端子は

蕪
器
具

電
球

グ
、

、
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：

る場合は、取替を

行う。 ､

2） 滅失した部品等

がある場合は、取 たなく、機

付けを行う。 能に影響

をあたえ

ない程度

の傷

の損傷

ロ
ー

ブ
類

蛍
光

灯
繩
ス

イ
ッ
チ

く
押

し
ボ

タ
、

●

ン、
タ

イ
マ

一
ス

イ
ッ

チ
伽
斗
セ
・
ン

ト
●
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一一
が一

及
び
チ
ャ
イ
ム
イ
タ
ー
ホ
ン
く
子
《
機
テ
ビ
室
内
端
子
元

βス端．子一一

ン
↑
〃

し

Ｉ

1） 損傷等がある場

合は、清掃又は補

修を行う。

2） 滅失した箇所

は､取付けを行う。

①特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

，ない程度

各種

プレ

枚

－ト
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〃

|の傷ト
レ
ー
’
＠

1） 損傷又は汚損部

分については、清

掃又は補修を行

う。

2） 滅失した部品等

（ひも等）につい

ては、取付けを行

う。

機器本体

の取替

特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

ない程度

の傷 ，

①油、ほこり等によ

る汚れ及びサビ

②器物等による傷及

び穴あき ．

③各種器具、備品の

部品及び取付け具

の損傷等

気
備

換
設

等

壁(又

は窓）

用換

気扇

(台

所）

又
個

基
は

1） 損傷等がある場

合は、清掃又は塗

装若しくは補修を

行う。

2） 滅失した部品等

については､ 取付

けを行う。

吟
ジ

フ
ー

ド
く

●

台

ｊ
気

師
誹
換

気
扇

ぐ
浴

室
洗

面
所

ト
イ

レ
換

I
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ガ

ラ

リ

･吸気

|亘

1） 機器に損傷等が

ある場合は、清掃

又は塗装若しくは

補修を行う。使用

に耐えられない程

度の損傷がある場

合は､取替を行う。

2） 滅失した部品等

がある場合は、取

付けを行う。

①設備本体

の取替

②特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

ない程度

の傷

③ロータン

ク内部金

物の一式

取替

④機器本体

の取り外

し･再取付

|を要する
｜補修

①水、汚物等による

汚れ及びサビ

②器物等による傷及

び穴あき

③各種器具、備品の

部品及び取付け具

の損傷

便座やふたで

取り外しの容

易なものは、

磯器本体とは

みなさない。

、
』

一
ラ

鴎
本

体
く

便
座

便
器

ふ
た

金
具

等
ロ

タ
ン

ク
本

体
内

部
金

物
フ
ッ
シ

、

又
個

基
は

イ
に

る
備

ト
レ

係
設

等

17/25



ユ
バ

ル
ブ

←
●

ノく

一
ホ

ル
ダ
ー
鍼
ル

掛
け

●

b

癌
器
洗

面
■

又
個

基
は

①水、油等による汚

れ及びサビ

②器物等による傷及

び穴あき

③各種器具、備品の

部品及び取付け具

の損傷

1） 機器に損傷等が

ある場合は、清掃

又は塗装若しくは

補修を行う。使用

に耐えられない程

度の損傷がある場

合は、取替を行う。

2） 滅失した部品等

がある場合は、取

付けを行う。

面
に

る
備

洗
所

係
設

等

①機器本体

の取替

②混合水栓

の取替

③長期空家

によるパ

ッキンの

硬直′

④特段目立

たなく、機

能に影響‘

をあたえ

ない程度

の傷

洗濯機用の蛇

口を洗濯機用

ストッパー付

水栓に取り替

えた場合に

は、原状回復

は不要。

ユ

二二

ツ

、

ト
手

洗

い

、

器
く

ゴ
ム

栓
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ク
サ

リ
共

ｊ
鏡
癖
機

防
水

パ
ン
鍼
ル

掛
け

、

､

1） 清掃では落ちな

い場合は取替を行

①カビ等の汚れシー 、

ンリ
グ

ア

ブ。

1） 損傷等がある場

合は、清掃又は補

修を行う。

2） 滅失した部品等

（ブタ、栓、鎖等）

については、取替

を行う。

①浴槽の取

替

②特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

ない程度

の傷

浴室

に係

る設

備等

①水、油等による汚

れ及びサビ

②器物等による傷及

び穴あき ，

③各種器具、備品の

部品及び取付け具

の損傷及び滅失，

洗濯機用の蛇

口を洗濯機用

ストッパー付

水栓に取り替

えた場合に

は、原状回復

は不要。

浴槽 基又

は個

1） 損傷等がある場

合は、清掃又は補

修を行う。

2） 滅失した部品

①風呂釜及

び給湯器

本体の取

替

･風呂

釜

・給湯

器

19/25



b専門業者
の施工を

要するバ

ーナー､熱

交換器､基

幹部品等

の補修及

び取替

③特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

1ない程度，

の傷｜
④経年によ

るリモコ

ンの故障

に係る取

替

（ハンドル、シャ

ワーヘッド等）に

ついては、取付け

を行う。

①浴室扉のパッキン

のカビ

②浴室鏡の錆

1） 損傷等がある場

合は、清掃、補修

又は取替を行う。

2） 滅失した備品に

ついては、取付け

を行う。

①特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

ない程度

の傷

識
ル
掛
け
権
す

り
●

の

こ

扉
鏡

●
●

①カビ等の汚れ 1） 清掃では落ちな

い場合は、取替を

シー

リン

、

20/25



グ 行う。

①油等による汚れ及

びサビ

②器物等による傷及

び穴あき

③各種器具、備品の

付属部品及び取付

け具の損傷及び滅

失

④台所流し台やコン

ロ台のシーリング

汚れ

1） 損傷等がある場

合は、清掃又は塗

装若しくは補修を

行う。

2） 滅失した部品等

（留め具、引手等）

がある場合は、取

付けを行う。

3） シーリングの油

等の汚れで、清掃

では落ちない場合

には､取替を行う。

所
係

設
等

台
に

る
備

･流し 個 ①流し台､吊

戸棚等の

設備本体

の取替

②混合水栓

の取替

③長期空家

によるパ

ッキンの

硬直

④特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

ない程度

の傷
《
ロ
極
棚
鈩
棚
津
コ

ン
ロ
台
識

器

の

取
付

板

1） 損傷等がある場

合は、清掃又は塗

装若しくは補修を

行う。

2） 滅失した部品等

（ゴム栓キャップ

等）がある場合は、

取付けを行う。

個所 ①特段目立

たなく、機

能に影響

をあたえ

ない程度

の傷

ス
ツ

ガ
コ

ク

①カビ等の汚れ 1） 清掃では落ちな

い場合は、取替を

行う。

シー 、

リン

グ

P
･ 下駄

箱

箇所、

個又

①油等による汚れ及

びサビ

1） 損傷等がある場

合は、清掃又は塗

その

他備

特段目立

たなく、機’
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品．ｶｰは本b器物等による傷及装若しくは補修又
テ び穴あき は取替を行う。

ン ③各種器具、備品の2） 滅失した備品等

し 付属部品及び取付 （引戸、引手等）

け具の損傷及び減 については、取付

ル 失 けを行う。

・ノ、ン

． ガ

用

ボ

能に影響

をあたえ

ない程度

の傷

ﾉレ

ト
嬬
掛

け
フ

ッ
ク

ス
ー

ブ
キ

ャ
ッ
プ

リ

ゞ

、
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【畿制所が鯉持管理する宿舎"｝】

(別誕標式》

年 〃 1I

○○○ 扱判禰畏 鰻

(砺臘官瀞）難所風官将は，現在の所閥宵野を誕戦

(宿舎塒‘憾勝号，室岱号）

(退去予定肴氏端）

〔連絡先芯纈番号）燕過去後も連絡可能な番号を混戦

公腐仇衡舎の陳状回復混務に断I-る承継術侭の届出

以下の物品に係る所有蝿の承継取御及びその撤去に付随する鰍状伽礎遮勝”承継について，吹の入居

行と澗駐が駐い主したので，原状回復鞄筋の承継描画を届けH1龍1－．．

また，賦羅鯖溌を紐けMIた次の人刷呑が人畷するまでの閲，物品の蒋理間任壁負い，吹の人刷材が何

らか的理棚で人鴫Lなかった嶋合やj汰継桁駁を細け出た物脇を求継取御しなかった嶋合は､自己の貿任

において．物品の撤去及びそれに付随する原状回復を行います．

左お‘ 木脇H1に関する事唄について問閣が生じた嶋合には‘当砺稀間にて解決を図ります‘

おって，1に届け出る物品笄について，旅状回復尋の工噸の支障により稀励韓を掃示された過分には。

その術示に従います‘

1原状側復鐙務の'侭縦描綴を届け刷る物側'縞聯

個数等

1台(索外椴含む）

佃 琴物品翁

(記載例>エアゴン

設簡蠅所

曝煽■胃思蘭而

楽過去識及び次の入居藍間で写風淳を店用十ら等‘嗽継敗櫛する物脇"〕愉鬮共宵に努めてください，

－ ■ 巳 ■■■■ ● D ー O ● ー ｡ ● ー ● ● ー ● ■ － B ■ ー ■ ■ ー D O ー ● 心 一 ● ● － ■ 0 － ● ● － C ■ ー ■ ● ■■■■l■ ● ー ● 巳

2 人届予定肴の確毘

以FU)窟舎の入囲蹄に.1の物品伽所有樅を承織恥科し、それに付随寸､る原状仰徹鍵筋について，承

雛します一

たた’慰め過去時においてdlの物鈷"》倣進及びそれに付随す．ろ原状側概を行います．

年 〃 偶

("『風盲署）※所属官彊は,"lil元の宮署を鎚戦

(人刷-予定哨舎翁..棟番号．壷毎号〉

(入勝行氏翁）
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I故詞所が維持管邸する嗣舎用】

I原状回掴製鹿の湫継措侭1

願状回衡錠鶴の承継描個とは．次の人勝f定番が‘過去蒲の病術する空風樋呼の翰品を敢雛取得する

際に，それらの撤去及びそれに付随する腺状回個範筋を合わせて敢雛することと寸一ろ1，のです(敢朧側

は，吹の入居･f定暫の入居日とする。)"

願状伊I復錐筋の承雛描段を稀霞する過去樹･は，「手続きう薗一勘に砿づき．過去点検時までに．届

州を行ってください．

退去荷は．次の人肘予定稀と調壁を行うに当たっては．敢轆措闘を鰯けけ'た物品の倣去及びそれに付

随する原状回碩艇儲を次の人屑祈が過差する畷に腿行していただく必要がある二とを十分に硯明Lで

ください‘

なお，本承継描侭を届け出た物品については，次の人陦荷において．脚度，岡機”喰朧描例を脇け111

ることも可能です‘’

【手俵曾ブロー同】

⑤

タグ・‐・〆・一・一・一・－．－．－②

|’ IL,退去壱

● ●

蜜届出の透付は．メール又は郵送可

」
(予彼さの旗れ〉

l所符戯樹所は，人騰衙から退去め申出を受けた際に。I公儲脳宿舎の陳状!qﾘ復;こ隅する承破楕畷”

脇肌」（以Fl.j魚鞭摺圃の届出jという")を交付する“【う回一q)】

2 過些番は．原状回恨侭厨の承凝描圃を柚望する埋合I:t･速やかに次の人臘予定肴と邸嬢を掴り，承

緬取斜の合腫を御たtで．敢繕横圏の聯Mの止段部分を越鯉し．人舸予定荷へ送付十る”【フロー②】

3 人勝子定都土，退避荷から遇1．ｳされた承躍描圃の珊州のIの記戦耶唄が2で合通した内存と合致して

いることを賊認のl省．、ﾄ段部分を記叔し．迦遊肴へ運送する‘Iブロー③1

4過去行は．人鵬予走行から返送された承継榊侭の脇出に不燗がない力極昭のto速やかに，入鴫し

ている宿舎を雄持傍畷する疲制所へ提出する。

また，段伺所へ提出ずろとと4,に，入居･f定番に剣して，提出した旨詮伝える｡Iフロー④】

5 宿舎人膳縫，承縫描mの届出内容と物品の現物とに側遊がある姻合は，入職f定衙は退去窃・に連繍

し．郡嘱葡間にて解決を間る“【ブロー⑤！

6芋i噸行間の協盈により卿h内雰が迩更となる梱合は．過去旨は，喉継識趣の脳胴を改めて作成寸.る

（その後の手捜さの減れは，上腿I～4の‘とおり)．

なお，教継捕圃の船出を撤回十る蝿合は，その筒を帝介を維持管印する綾荊所へ連絡寸.る，

ノ
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